
サイバートラスト IoT サービス利用約款 

 

第 1 章 総則 

 

第１条（目的） 

このサイバートラスト IoT サービス利用約款（以下、「本約款」といいます）は、サイバー

トラスト株式会社（以下、「当社」といいます）が本約款第２条に定義する契約者に提供

する IoT サービス（以下、「本サービス」といいます）の利用条件を定めるものです。契約

者は本約款に同意の上、当社所定の方法により申込むものとし、申し込みと同時に当社と

契約者との間で契約が成立したものとみなします。契約者は以下の条件に同意を頂いたこ

とになり、本条件を遵守しなければなりません。 

 

第２条（定義） 

本約款にて別段の定義がなされていない限り、本約款において使用する以下に定める用語

は、各々以下の意味で用いられるものとします。 

 

(1)「IoT サービス」とは、以下に定義する当社が提供する組込み機器、IoT 機器向けの

Linux OS、各種ツールやコンポーネント、クライアントアプリケーション、クラウドサー

ビス、及びその提供手段であるポータルサイトを包括したサービスを意味します。契約者

は、以下から利用するサービスを選択するものとします。 

 □ EMLinux 年間サブスクリプション 

 □ EMLinux スターターパック 

 □ 組込み Linux 脆弱性調査サービス（リスク診断・個別対策） 

 □ 組込み Linux 脆弱性調査サービス（継続的リスク診断・継続的個別対策） 

 □ EMLinux カスタムメンテナンスサービス 

 

(2)「本サポートサービス」とは、当社が必要と判断した IoT サービスの脆弱性対応、不具

合対応と、各サービスの使用方法・不具合に関する問題で、サービスに同梱された情報、

当社が管理し公開しているインターネットホームページに記載されている情報、又はバー

ジョンアップの提供では解決できない事項について、契約者より受けた問い合わせに対し

技術的対応を行うサービスを意味します。 

 

(3)「本サービス」とは、当社が提供する IoT サービスの一部、または組み合わせて提供す

るサービスを意味します。 

 

(4)「コンポーネント」とは、当社がポータルサイトにて公開、提供する数多くのソフトウ



ェアコンポーネントを意味します。 

 

(5)「本ソフトウェア」とは、コンポーネントにより構成される編集著作物であり、ソース

コード、オブジェクトコード、画像、ストラクチャー、構成、関連資料､その他附属物を含

みますが、これらに限定されないものを意味します。 

 

(6)「本ドキュメンテーション」とは、各サービスに付随するリリースノート、インストレ

ーションガイド、マニュアル等を意味します。 

 

(7)「契約者」とは、本サービスの利用契約の当事者となっている法人または団体を意味し

ます。 

 

(8)「本サービス利用契約」とは、本約款記載の利用条件に基づき当社と契約者との間に締

結される契約を意味します。 

 

(9)「本ウェブサイト」とは、当社のウェブサイトであって、本約款および本サービスに関

する情報が掲載されているウェブサイトを意味します。 

 

(10)「本サービス利用料等」とは、本サービスにかかる対価を意味します。 

 

(11)「販売パートナー」とは、当社との契約に基づき本サービスを販売する法人または団

体その他の組織をいいます。なお、販売パートナーが自己利用を目的に、本サービスを利

用する場合においては、契約者となります。 

 

第３条（サービス提供の範囲等） 

１．当社は、契約者にのみ本サービスを提供するものとし、契約者は、本約款に従い、こ

れに従ってのみ本サービスを利用することができます。 

 

２．当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、本約款を随時変更できるものとします。

本約款が変更された場合、変更後の本サービスの提供条件は、変更後の本約款に従うもの

とします。 

 

３．当社は、前項の変更を行う場合は、14 日以上の予告期間を置いて、変更後の本約款の

内容を本ウェブサイトにて改定した旨および改定内容を掲載するものとします。 

 

４．契約者が変更後の本約款に同意できないときは、契約者は、前項に定める予告期間中



に当社に対してその旨書面により通知することにより、本サービス利用契約を解除するこ

とができるものとします。ただし、変更が契約者に特に不利益にならないと当社が判断す

るもの（変更が契約者の一般の利益に適合するとき、または変更が本サービス利用契約を

した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性が変更に係る事情に照ら

して合理的なものである）はこの限りではありません。 

 

第２章 利用契約 

 

第 4 条（利用申込） 

１．契約者は、本約款の内容に同意し、自己の役員または従業員の中から選定した契約者

を代表して本サービスの利用を当社に申込む者（以下、「申込責任者」という）にもこれを

精読させ、かつ同意させた上で申込責任者をして当社所定の本サービス申込書（電磁的記

録によるものを含み、以下、「本サービス申込書」という）を提出させるものとします。 

 

２．当社は、前項の本サービス申込書受領から、１０営業日以内に、承諾し、通知（電磁

的記録によるものを含む、以下本条において 

同様とする）するものとします。期間内に通知がなされない場合は申込に対して拒絶した

ものとみなします。 

 

３．契約者は、本サービス申込時に提供した商号、組織名称、所在地、申込責任者、技術

連絡先、アカウント情報、その他の情報に変更が発生する場合には、遅滞なくその旨およ

び変更後の情報を当社所定の方法により当社に対して届け出るものとします。 

 

第 5 条（契約の成立および契約期間） 

１．本サービス利用契約は、当社が前条の申し込みを承諾し、通知（電磁的記録によるも

のを含む、以下本条において同様とする）したときに成立します。ただし、当社は前条の

本サービス申込書に対する承諾の義務を負うものではありません。 

 

２．本約款の適用は、前条に定める本サービス申込書を提出した日から効力を有するもの

とし、本サービス契約期間満了の日までとします。 

 

３．契約者は、第１５条記載の要件以外に本サービス契約締結後、本サービス契約期間満

了の日まで途中解約はできないものとします。 

 

４．本サービス利用契約は自動更新は行われません。本契約期間終了後も継続利用を希望

する場合は、同等、および関連するサービス利用契約を改めて締結する必要があります。 



 

５．前３項の規定にかかわらず、当社が契約者に対する本サービスの提供を不適当と判断

し、その旨を契約者に通知したときには、当該通知を発行した時点で本サービス利用契約

の有効期間または更新期間にかかわらず終了するものとします。 

 

第 6 条（利用許諾） 

１．契約者は、前条により成立した本サービス利用契約に基づき、自らの業務遂行の目的

に限り、本サービスを利用することができます。 

 

２．各コンポーネントは、個別に著作権によって保護されており、各コンポーネントに収

録されている個別の許諾条件に基づいて使用することができます。コンポーネントは当社

が権利を有するソフトウェアについては著作権法で保護されています。契約者は、各コン

ポーネントに適用される個別の許諾条件に同意いただいた場合に限り各コンポーネントを

使用でき、かつ、個々の使用条件の範囲でのみ使用ができます。本約款は、各コンポーネ

ントの許諾条件に基づく契約者の権利を制限するものではなく、また、各コンポーネント

の許諾条件に優先する権利を許諾するものではありません。 

 

３．本サービスには、当社が第三者ベンダーから許諾を受けて頒布する商用アプリケーシ

ョン（以下「第三者プログラム」といいます）が含まれています。契約者は、第三者プロ

グラムに収録される個別の使用許諾条件に基づいて各プログラムを使用することができま

す。第三者プログラムを複数のコンピュータで使用することを希望される場合は、各ベン

ダーから適切な使用権の許諾を受けてください。 

 

４．契約者は、本サービスについて当社が指定した環境で利用する権利を有します。 

 

５．契約者は、事前の当社の承諾を得ることなく、本条の利用権を第三者に譲渡し、また

は再利用権を設定してはならないものとします。 

 

６．契約者は、当社が契約者に対して、第１項に定める以外のいかなる権利も認めるもの

ではないことに同意します。 

 

７．契約者は、本サービスの開発管理者、及びポータルサイトへのアクセス権を持つ担当

者を定めるものとします。契約者は、当社が契約者による 本サービスの利用状況を監査

する権利を有することに同意します。 

 

第 7 条（料金の請求） 



１．当社は、契約者に対して、別途提示する当社所定の料金表および支払条件に基づき、

本サービス利用料等を本サービス申込書に記載の請求書送付先に請求するものとします。

ただし、当社の販売パートナー経由で販売された場合は、契約者と当社の販売パートナー

とで合意された条件により、当社の販売パートナーから契約者へ本サービス利用料等を請

求するものとします。 

 

２．契約者は、前項の請求に基づき、請求内容を確認の上、請求月の翌月末日までに本サ

ービス利用料等を支払う（当該支払に手数料が発生する場合には、当該手数料は契約者の

負担とする）ものとします。ただし、前項但書きに該当する場合は、契約者は当社の販売

パートナーに対する本サービス利用料等の支払いをもって、当社に対する本サービス利用

料等の支払いがあったものと看做し、当社に対する責を免れるものとします。万一、当社

の販売パートナーによる期限までに本サービス利用料等の支払が当社に対して実行されな

いときは、当社は契約者に対して本サービス利用料等を直接請求することができ、契約者

は当社に本サービス利用料等を支払うものとします。 

 

３．本約款第５条第５項の規定に基づき本サービス利用契約が終了した場合であっても当

社は本サービス利用料等の返金は行わないものとします。 

 

第 8 条（禁止事項） 

契約者は、次の各号の行為をしてはなりません。 

 

(1)事前の当社の書面による承諾を得ることなく本サービスの提供を受ける権利を第三者に

譲渡する行為 

 

(2)他人の著作権その他権利を侵害する行為 

 

(3)他の契約者または第三者に迷惑、不利益を与える等の行為 

 

(4)本サービスに支障をきたすおそれのある行為、およびその他当社が不適当とした行為 

 

(5)誹謗、中傷、わいせつなど公序良俗に反する行為 

 

(6)有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為 

 

(7)逆コンパイル、逆アセンブルおよびリバースエンジニアリングする行為 

 



(8)その他法令に反すると判断される行為 

 

第 9 条（知的財産権の保有） 

１．契約者は、当社または本サービスに関する当社の仕入先、ライセンサーまたは第三者

プログラム提供者が、本サービスに関する発明、考案、意匠、創作に関して発生する特許、

実用新案、意匠、商標、著作権その他の知的財産権の一切を有していることを認め、これ

に対して何らの異議を述べないものとします。契約者は、当社が契約者に対して提供する

本サービスについて、知的財産権に関し、本サービス利用契約の締結によっていかなる権

利をも取得するものではないことに合意します。 

 

２．本サービスに第三者の知的財産権の侵害が確認され、契約者が本サービスを利用する

ことができなくなった場合、当社は契約者に代わって当該第三者の使用許諾を受けるか、

知的財産権を侵害しないように本サービスを補正するか、又は本サービスと同等の機能、

サービスに交換するよう、商業的に合理的な方法・コストの範囲内において最善の努力を

尽くすものとします。 

 

第３章 本サポートサービス 

 

第 10 条（本サポートサービスの内容） 

１．本サポートサービスの詳細については、当社が本サポートサービスを提供する時点に

おいて有効な当社所定のサービスレベルアグリーメント（以下、「本 SLA」といいます）に

よるものとします。 

 

２．当社が本サポートサービスを行っている過程で、契約者の問合せ内容が本サポートサ

ービスの対象外であることが判明した場合、当社は直ちに当該問合せに対する本サポート

サービスの提供を中止することができます。 

 

３．本サポートサービスは日本語または英語でのお問合せに対して日本語または英語で提

供されます。 

 

４．当社は、最新の本 SLA を契約者から請求された場合は、すみやかに提示します。 

 

５．当社は、本 SLA を随時合理的な範囲で変更することができるものとします。この場合、

当社は契約者に対し、すみやかに変更の内容を通知するものとします。 

 

６．本サポートサービスは、本サービス自体の保証を補完、変更するものではありません。 



 

第 11 条（契約者の義務） 

１．契約者は、住所変更、社名変更、技術連絡先、アカウント情報の変更等、本サービス

申込書記載事項、その他ヒアリング項目に変更が生じた場合、速やかに当社に書面、電子

メール等にて通知するものとします。契約者が当該通知を怠った場合、当社は本サポート

サービスを契約者に提供する義務を免れるものとします。 

 

２．契約者から質問された問題の原因について調査等を行う必要がある場合、当社は契約

者に対し、契約者の執務時間中に協力を求めることができるものとし、契約者は合理的な

範囲内で当社に協力するものとします。 

 

第４章 本サービスの保証等 

 

第 12 条（保証） 

１．当社は、本サービスについて当社が指定した環境で本ドキュメンテーションに記載さ

れる主要な機能を発揮することを保証します。ただし、本サービスが当該機能を発揮しな

い場合において、商業的に合理的な方法・コストでは本サービスを補正することができな

いと当社が判断したときには、当社は本サービス利用契約を終了し、契約者から受領済み

の本サービス利用料等を返還するものとします。 

 

２．当社は、本サービスがエラーや中断なく稼動すること、及びエラーの全てを是正する

ことを保証しません。 

 

３．その他当社が提供する本サービス（本サポートサービスによる助言行為含みますが、

これに限られません）に関し、当社は、明示か黙示かを問わず、他の権利を侵害しないこ

と、商品性または特定目的への適合性を含む事項等の一切の表明および保証を行わないも

のとします。また契約者は本サービスを現状有姿で利用することに同意し、ならびに自己

のみの判断で、かつその責任において利用するものとします。 

 

４. 当社は、明示か黙示かを問わず以下の事項を保証しないものとします。 

 

(1)本サービスが中断しないこと 

 

(2)本サービスが欠陥なく提供されること 

 

第 13 条（契約不適合責任） 



１．当社は、本サービスに不具合（隠れた瑕疵を含みます）がある場合または前条に定め

る保証に反する場合など、本サービスが本サービス利用契約の内容に適合しないものであ

った場合（以下、「契約不適合」といいます）、当社契約者に対して、本サービスの修補、

代替物の引渡しまたは不足分の引渡しにより追完することができるものとします。ただし、

契約不適合にかかわらず、契約者は当社に対して本サービス利用料等の減額を請求するこ

とはできません。 

 

２．前項の定めにかかわらず、契約者は、契約不適合により、契約締結の目的を達するこ

とが著しく困難となる場合に限り、本サービス利用契約を解除することができます。 

 

３．第１項の規定は、本約款に定める他の規定にかかわらず、本サービスに関して当社が

負担することのある損害賠償の限度額は、契約者が本サービス利用料等として支払った金

額を超えないものとします。 

 

４．第１項の規定にかかわらず、当該契約不適合によっても本契約の目的を達することが

できる場合であって、第１項に過分の費用を要する場合、当社は当該義務を負わないもの

とします。 

 

５．当社は、契約者に対し、一切の間接損害、特別損害、懲罰的損害、付随的損害または

派生的損害について、たとえそれらが予見可能であったとしても、何等の責も負わないも

のとします。 

 

６．当社が提供するソフトウェアの不具合、欠陥の修正は本サービス内で提供されるもの

とし、本条に基づき当社が契約不適合責任を負う期間は、本契約第 5 条記載の本契約期間

中とします。 

 

７．本契約に係る契約不適合に関する当社の責任は、本条において明示的に規定された内

容がすべてであるものとします。 

 

第 14 条（補償および免責） 

契約者は、本サービスの利用において、第三者に対して損害を被らせたときは、自らの費

用負担と責任においてかかる損害を賠償し、当社およびその役員、従業員、代理人および

関係会社（以下、これらを総称して「当社関係者」という）を、かかる第三者が被った損

害に関する訴訟、請求等に起因する一切の損害（弁護士費用を含む）から免責するととも

に、当社関係者に対し、一切の迷惑をかけないことを確約するものとします。 

 



第５章 本サービスの終了 

 

第 15 条（契約の失効） 

本サービス利用契約は、性質上当然に失効後も有効に存続する条項を除き、以下のいずれ

かの場合に効力を失うものとする。 

 

(1)本サービス契約期間が満了した場合 

 

(2)第３条第４項に該当する場合 

 

(3)本約款第５条第５項に該当する場合 

 

(4)本約款第１３条第２項に該当する場合 

 

(5)本約款第１６条に該当する場合 

 

(6)本約款第２６条に該当する場合 

 

(7)その他の理由により本サービス利用契約が解除された場合 

 

第 16 条（契約の解除） 

当社は、契約者に以下のいずれかの事由が生じた場合には、何らの催告を要せず本サービ

ス利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、この場合でも、

当社は既に支払を受けた本サービス利用料等を返金しないものとします。 

 

(1)本約款に違反した場合 

 

(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合 

 

(3)資産の一部または全部に対して差押え、仮差押え、仮処分または競売の申立を受けた場

合 

 

(4)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始

その他のこれに類似する法的整理手続開始の申立があった場合 

 

(5)解散の決議を行いまたは解散命令を受けた場合 



 

第６章 一般条項 

 

第 17 条（譲渡） 

契約者は、本サービス利用契約の地位、本サービス利用契約から派生する権利または義務

を譲渡することはできません。本条項に違反して譲渡しようとしても、それは無効です。

当社は契約者に通知することにより、本サービス利用契約上の地位、本サービス利用契約

から派生する権利または義務を第三者に譲渡することができるものとします。 

 

第 18 条（秘密情報の管理） 

１．契約者が当社に対して本サービスの利用のために提供した情報または本サービス利用

契約の一方当事者に対して秘密であることを明示して開示した情報については、これらを

「秘密情報」として、秘密として管理し、かつ第三者に開示または漏洩してはならないも

のとします。ただし、(a)開示当事者が受領当事者に対して開示した時点で公知である情報、

(b)開示当事者の開示前に受領当事者が既に知っていた情報、(c)受領当事者が独自に開発

した情報、(d)開示当事者以外の第三者から、開示当事者との間の守秘義務に違反すること

なく入手した情報については、「秘密情報」に含まれないものとします。 

 

２．受領当事者は、秘密情報を本サービスの目的以外の目的で使用してはなりません。 

 

３．受領当事者は、秘密情報が開示当事者の許諾なく第三者に対して開示または漏洩され

たことを知った場合には、直ちに開示当事者にこの旨通知して、その対策および原因究明

を協議しなければならないものとします。 

 

４．本サービス利用契約が期間の満了により終了し、または本サービス利用契約が解除さ

れた場合、受領当事者は、本サービスの終了または解除の日の翌日から起算して１週間以

内に開示当事者から返却の要請がない限り、開示当事者から受領した秘密情報を廃棄する

ものとします。また、本サービス利用契約の終了または解除後は、受領当事者は開示当事

者の承諾がない限り、いかなる目的であっても、秘密情報を利用してはならないものとし

ます。 

 

第 19 条（第三者による情報の取り扱い） 

当社は、契約者の秘密情報を本サービスの提供に必要な範囲内に限り、第三者に取り扱わ

せることができるものとします。また、当社は、法令、裁判手続、行政官庁からの正当か

つ合理的な要求に基づき契約者の情報の提出を求められた場合には、その要求に従うこと

ができるものとします。ただし、この場合において、当社がかかる要求に従った場合には、



その旨、提供先および提供した秘密情報の内容を遅滞なく契約者に通知するものとします。 

 

第 20 条（独立当事者としての関係） 

契約者はいずれも当社の代理人、依頼人、従業員または雇用主の関係にあるものではなく、

当社との関係において、一方当事者の行動の法的効果が他方当事者に帰属、または一方当

事者の行動によって他方当事者が自動的に拘束される関係にはないものとします。 

 

第 21 条（反社会的勢力の排除） 

１．契約者は、当社に対し、次の各号の事項を確約するものとします。 

 

(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢

力」という）ではないこと、または、反社会的勢力ではなかったこと。 

 

(2)反社会的勢力への資金提供を行う等、密接な交際がないこと。 

 

(3)契約者自らまたは第三者を利用して、暴力的または威迫的行為、もしくは名誉や信用等

を毀損し、または毀損するおそれのある行為等をしないこと。 

 

(4)契約者自らまたは第三者を利用して、当社の業務を妨害し、または妨害するおそれのあ

る行為をしないこと。 

 

２．当社は、契約者が前項に違反した場合には、契約者に対して何らの催告を要せずして

本サービス利用契約を解除することができ、また併せて損害賠償を請求することができる

ものとします。 

 

３．前項により本サービス利用契約が解除された場合には、解除された契約者は、解除に

より生じる損害について、解除権を行使した当社に対して一切の損害賠償請求を行わない

ものとします。 

 

第 22 条（輸出関連法令の遵守） 

１．本ソフトウェアには、「外国為替及び外国貿易法」又は米国輸出管理規則で規制され

る技術が含まれています。このため、お客様は直接又は間接を問わず、本ソフトウェアの

全部もしくは一部を単独で、他の製品と組み合わせ、又はこれらを他の製品の一部として、

次の各号に該当する取扱いを一切、行ってはならないものとします。なお、この禁止行為

は、本ソフトウェアの姿形、提供形態等を変更された場合も適用されます。 

 



(１)「外国為替及び外国貿易法」及び米国輸出管理規則にて禁止されている国・地域に輸

出又は持ち出すこと。なお、これらの国・地域は「外国為替及び外国貿易法」及び米国輸

出管理規則の改正により変更されるので、最新の「外国為替及び外国貿易法」及び米国輸

出管理規則に従うこと。 

 

(２)前号に規定されている国・地域の国籍を有する者に対して、米国輸出管理規則にてみ

なし輸出又はみなし再輸出とみなされる提供を行うこと。 

 

(３)経済産業省の発行する外国ユーザーリスト若しくは米国輸出管理規則で定められてい

る Denied Persons List 若しくは Entity List 又はこれらに相当するリストに提供禁止の旨の

記載がされている者に提供すること。 

 

(４)前３号に定めるほか、「外国為替及び外国貿易法」又は米国輸出管理規則等外国の輸出

関連法規で禁止されている行為を行うこと。 

 

(５)これらの法規制には、原子力兵器、化学兵器もしくは生物兵器、またはミサイル技術

の開発、設計、製造または生産に関する法律、規制、および規則を含みますが、それらに

限りません。 

 

２．お客様は、本条第１項で禁止されている取扱い以外の次の各号に該当する取扱いをす

る場合、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規

を確認の上、必要な手続をとるものとします。 

 

(１)輸出するとき。(２)海外へ持ち出すとき。(３)非居住者へ提供し、又は使用させると

き。(４)前３号に定めるほか、 

 

「外国為替及び外国貿易法」又は外国の輸出関連法規に定めがあるとき。 

 

３．お客様は、本使用条件に同意することにより、上記に同意し、当該国に所在していな

いこと、当該国の管理下にないこと、当該国の国民もしくは居住者ではないこと、または

当該リストに掲載されていないことを表明し保証したものとみなされます。 

 

第 23 条（分離可能性） 

本約款のいずれかの条項の全部または一部が、無効と判断された場合であっても当該条項

は、本約款の他の条項の効力にいかなる影響をもあたえず、本約款自体および他の条項は

いずれも有効に存続するものとします。 



 

第 24 条（完全合意） 

本約款は、本サービスの利用に関する契約者との間の完全なる合意を形成するものとし、

口頭または書面を問わず、契約者と当社との間で本約款の合意以前にまたは本約款の合意

日現在なされたすべての表明、了解、通知および了解に取って代わられ、かつそれらに優

先するものとします。 

 

第 25 条（準拠法、裁判管轄） 

本約款は、日本国の法律に従い解釈されるものとします。本約款に関連する訴訟について

は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第 26 条（不可抗力） 

天災地変、戦争、内乱、裁判所の命令、労働争議その他これらに類似する事態で当社の合

理的な支配を越えた事由により、当社の本約款上の義務の履行が一部または全部遅延した

場合には、当社は当該遅延期間について本約款上の義務の履行を免れ、契約者およびその

他の第三者に対し、何らの責任も負わないものとします。 

 

第 27 条（通知） 

契約者から当社宛のすべての通知は、本約款に特に定める場合を除いて、書面によりなさ

れるものとし、以下の住所宛に郵送され当社が受領した場合に到達したものとみなします。 

 

宛先：107-6031 東京都港区赤坂１－１２－３２ アーク森ビル ３１階 私書箱 606 号 

サイバートラスト株式会社 IoT サポートデスク 

 

第 28 条（存続条項） 

第 9 条（知的財産権の保有）、第 12 条（保証）、第 13 条（契約不適合）、第 14 条（補償お

よび免責）、第 17 条（譲渡）、第 18 条（秘密情報の管理）、第 25 条（準拠法、裁判管轄）

および第 26 条（不可抗力）の規定は、本サービス利用契約終了後も有効とします。 

 

 

EMLinux 年間サブスクリプション 個別条項 

 

１．本サービスの利用期間は、本サービス申込書記載の開始日から１年後の月末日までの

間とします。 

契約者による本サービスの利用は、本サービス利用期間に限り許諾されるものとし、本サ

ービス利用契約に別段の定めがある場合を除いて、途中解約できないものとします。 



 

 

EMLinux スターターパック 個別条項 

 

１．本サービスの利用期間は、本サービス申込書記載の開始日から 3 ヶ月後の月末日まで

の間とします。 

契約者による本サービスの利用は、本サービス利用期間に限り許諾されるものとし、本サ

ービス利用契約に別段の定めがある場合を除いて、途中解約できないものとします。 

 

 

組込み Linux 脆弱性調査サービス（リスク診断・個別対策） 個別条項 

 

１．本サービスの利用期間は、本サービス申込書記載の開始日から、報告書提出日の１か

月後と報告会開催日の 2 週間後の早い方の日付までの間とします。契約者による本サービ

スの利用は、本サービス利用期間に限り許諾されるものとし、本サービス利用契約に別段

の定めがある場合を除いて、途中解約できないものとします。 

 

２．本サービス提供のため契約者から当社に貸与された機材が故障または破損した場合、

修理および代替品手配のための費用は契約者の負担とします。ただし当社の故意または重

過失による故障・破損を除きます。 

 

 

組込み Linux 脆弱性調査サービス（継続的リスク診断・継続的個別対策） 個別条項 

 

１．本サービスの利用期間は、本サービス申込書記載の開始日から１年後の月末日までの

間とします。 

契約者による本サービスの利用は、本サービス利用期間に限り許諾されるものとし、本サ

ービス利用契約に別段の定めがある場合を除いて、途中解約できないものとします。 

 

２．本サービス提供のため契約者から当社に貸与された機材が故障または破損した場合、

修理および代替品手配のための費用は契約者の負担とします。ただし当社の故意または重

過失による故障・破損を除きます。 

 

 

EMLinux カスタムメンテナンスサービス 個別条項 

 



１．本サービスの利用期間は、本サービス申込書記載の開始日から１年後の月末日までの

間とします。 

契約者による本サービスの利用は、本サービス利用期間に限り許諾されるものとし、本サ

ービス利用契約に別段の定めがある場合を除いて、途中解約できないものとします。 

 

２．本サービス提供のため契約者から当社に貸与された機材が故障または破損した場合、

修理および代替品手配のための費用は契約者の負担とします。ただし当社の故意または重

過失による故障・破損を除きます。 

 

発効日：2025 年 4 月 30 日 

 

[以下余白] 


		2025-06-05T17:12:05+0900
	Cybertrust Japan Co., Ltd




